
○旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について
(平成26年12⽉19⽇)
(健衛発1219第2号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛⽣主管部(局)⻑あて厚⽣労働省健康局⽣活衛⽣課⻑通知)
(公印省略)

宿泊者名簿の必要事項の記載の徹底については、旅館業法施⾏規則の⼀部を改正する省令(平成17年厚⽣労
働省令第7号)の施⾏に伴い、「旅館業法施⾏規則の⼀部を改正する省令の施⾏について」(平成17年2⽉9⽇付
け健発第0209001号健康局⻑通知)及び「旅館業法施⾏規則の⼀部を改正する省令の施⾏に関する留意事項に
ついて」(同⽇付け健衛発第0209004号当職通知)により旅館業の営業者が実施すべき措置の周知、指導を依頼
するとともに、その後も繰り返し周知の徹底、指導をお願いしてきたところです。
しかしながら、別添の警察庁からの依頼にあるとおり、依然として営業者が実施すべき事項等が徹底されて

いない事例も散⾒されている状況です。
国内におけるテロ等の不法⾏為を未然に防⽌するためにも不特定多数の者が利⽤する旅館等においては、安

全確保のための体制整備は⾮常に重要なものとなっていることから、改めて下記の内容について営業者に対す
る周知、指導の徹底をお願いします。

記
1 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけること。
2 ⽇本国内に住所を有しない外国⼈宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底
し、旅券の呈⽰を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存すること。なお、旅券の写しの保
存により、当該宿泊者に関する宿泊者名簿の⽒名、国籍及び旅券番号の欄への記載を代替しても差し⽀えな
い。

3 営業者の求めにもかかわらず、当該宿泊者が旅券の呈⽰を拒否する場合は、当該措置が国の指導によるも
のであることを説明して呈⽰を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるも
のとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を⾏うこと。

4 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかか
わらず、当該職務の⽬的に必要な範囲で協⼒すること。なお、この場合には、捜査関係事項照会書の交付が
ないときであっても、個⼈情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号の場合に該当
し、本⼈の同意を得る必要はないものと解すること。

○旅館業法施⾏規則の⼀部を改正する省令の施⾏に伴い旅館等の営業者が実施すべき事項及び留意事項
の周知・指導の徹底に関する依頼について

(平成26年10⽉30⽇)
(／警察庁丁備企発第182号／警察庁丁国テ発第317号／)

(厚⽣労働省健康局⽣活衛⽣課⻑あて警察庁警備局警備企画課⻑・警察庁警備局外事情報部国際テロリズム
対策課⻑通知)

標記の件について下記のとおり依頼する。
記

平成16年12⽉10⽇に決定された「テロの未然防⽌に関する⾏動計画」を受けて、旅館業法施⾏規則の⼀部
を改正する省令(平成17年厚⽣労働省令第7号)が施⾏され、貴省から都道府県知事等に対し、「旅館業法施⾏
規則の⼀部を改正する省令の施⾏について」(平成17年2⽉9⽇付け健発第0209001号厚⽣労働省健康局⻑通
知)、「旅館業法施⾏規則の⼀部を改正する省令の施⾏に関する留意事項について」(同⽇付け健衛発第
0209004号厚⽣労働省健康局⽣活衛⽣課⻑通知)、「旅館業法施⾏規則の⼀部を改正する省令の施⾏に伴う措
置の周知徹底等について」(平成19年10⽉18⽇付け健衛発第1018001号厚⽣労働省健康局⽣活衛⽣課⻑通知)
等の通知が発出され、旅館等の営業者が実施すべき事項及び留意事項(以下「営業者が実施すべき事項等」と
いう。)の周知・指導をされているものと承知している。
しかしながら、依然として営業者が実施すべき事項等が徹底されていない事例が確認されている⼀⽅で、我

が国では2016年主要国⾸脳会議及び2020年オリンピック・パラリンピック東京⼤会の開催が予定されてお
り、多数の外国⼈の来⽇が⾒込まれる中、テロ等の不法⾏為を未然に防⽌するため、営業者が実施すべき事項
等を徹底することの重要性が更に増しているところである。
そこで、都道府県知事等に対して、旅館業法施⾏規則の⼀部を改正する省令の施⾏に伴い営業者が実施すべ

き事項等について、改めて具体的に周知・指導する通知を発出するほか、説明会の開催や⽴⼊検査による営業
者への指導を促進するなどにより、営業者が実施すべき事項等の周知・指導の更なる徹底をお願いする。
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パスポート呈示等のお願い 

厚生労働省 

日本政府は、法令に基づき、2005年 4月 1日から「日本国内に住所を持たない外国

人」の方の宿泊に際しては、＊氏名 ＊住所 ＊職業 等の記載に加えて＊国籍 及

び ＊旅券番号 の記載とパスポートの呈示及びコピーを義務付けましたので、ご

理解、ご協力をお願いいたします。 

Request for producing of passports, etc. for identification purposes 

Ministry of Health, Labour and Welfare 

Since April 1, 2005, under the relevant laws and regulations, the Japanese 

Government is requiring “foreign nationals who do not possess an address in 

Japan” to provide their ＊nationality and ＊passport number in addition to 

their ＊name, ＊address, and ＊occupation, etc. and produce and make a copy 

of their passport upon checking in at lodgings. Your understanding and 

cooperation is appreciated.  
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